
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

医

薬

品

、

医

療

機

器

等

の

品

質

、

有

効

性

及

び

医

薬

安

全

課

安

全

性

の

確

保

等

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

建

築

基

準

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

建

築

指

導

課

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

岡

山

県

木

材

産

業

等

高

度

化

推

進

資

金

制

度

運

林

政

課

営

要

綱

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成３０年１２月２８日 号 外



◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
七
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
そ
の
年
の
一
月
一
日
現
在
の
」
を
「
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
け
る
」
に
改
め
る
。

「

（

）

（

）

写
真

欄
受

付
印

保
健

所
受

付
印

県

様
式
第
三
号
中

を

年
月

日
以

降
撮

影c
m

c
m

脱
帽

正
面

上
半

身
５

×
４

，
，

の
も

の
を

は
り

付
け

る
こ

と
。

」

「

（

）

（

）

写
真

欄
受

付
印

保
健

所
受

付
印

県

に
改
め
る
。

申
請

前
６

月
以

内
に

脱
帽

し

て
正

面
か

ら
上

半
身

を
撮

影

し
た

縦
×

横
の

4
.
5
c
m

3
.
5
c
m

も
の

を
貼

り
付

け
る

こ
と

。

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
八
号

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。「

」

「

」

、

「

」

第
三
条
中

掲
げ
る
図
書

を

定
め
る
図
書

に
改
め

同
条
第
六
号
中

第
四
十
三
条
第
二
項

を
「
第
四
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「

申
請
手
数
料
の
減
免

」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

）

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
岡
山
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

（
平
成
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
三
号
）
に
基
づ
き
徴
収
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
に
基
づ
く

申
請
に
対
す
る
審
査
に
係
る
手
数
料
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
手
数
料
」
と
い
う

）
を
免

。

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る

市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
そ
の
災
害
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
建
築
物
（
以
下
こ
の
項

及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
滅
失
等
建
築
物
」
と
い
う

）
と
同
一
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
を
新

。

築
し
、
又
は
増
築
す
る
場
合

二

滅
失
等
建
築
物
の
全
部
又
は
一
部
を
改
築
す
る
場
合

三

滅
失
等
建
築
物
の
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
を
す
る
場
合

四

第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
新
築
し
、
又
は
増
築
す
る
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
内
に
建

築
設
備
を
設
置
し
、
又
は
工
作
物
を
築
造
す
る
と
き

五

第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
改
築
す
る
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
内
に
建
築
設
備
を
設
置

し
、
又
は
工
作
物
を
築
造
す
る
と
き

六

第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
を
す
る
建
築
物
又

は
そ
の
敷
地
内
に
建
築
設
備
を
設
置
し
、
又
は
工
作
物
を
築
造
す
る
と
き

七

災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
そ
の
災
害

、

（

「

」

。
）

に
よ
り
滅
失
し

又
は
損
壊
し
た
建
築
設
備

第
四
項
に
お
い
て

滅
失
等
建
築
設
備

と
い
う

と
同
一
の
種
類
の
建
築
設
備
を
設
置
す
る
場
合

八

災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
そ
の
災
害
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に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
工
作
物
と
同
一
の
種
類
の
工
作
物
（
第
四
項
に
お
い
て
「
滅
失

等
工
作
物
」
と
い
う

）
を
築
造
す
る
場
合

。

第
七
条
第
二
項
中
「
前
項
に
定
め
る
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
」
に

「
確
認
申
請
手
数
料
等
」

、

を
「
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に

「
確
認
申
請
手
数
料
等

、

の
減
額
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
」
を
「
手
数
料
減
免
申
請
書
を
提
出
す
る
」
に
改
め

「
確
認

、

申
請
手
数
料
減
免
申
請
書
（
様
式
第
四
号

、
完
了
検
査
申
請
手
数
料
減
免
申
請
書
（
様
式
第
四
号

、

）

）

中
間
検
査
申
請
手
数
料
減
免
申
請
書
（
様
式
第
四
号

、
許
可
申
請
手
数
料
減
免
申
請
書
（
様
式
第
四

）

号

、
認
定
申
請
手
数
料
減
免
申
請
書
（
様
式
第
四
号

、
承
認
申
請
手
数
料
減
免
申
請
書
（
様
式
第

）

）

四
号
）
又
は
認
定
の
取
消
し
申
請
手
数
料
減
免
申
請
書
（
様
式
第
四
号
）
に
」
及
び
「
知
事
に
」
を
削

り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
確
認
申
請
手
数
料
等
」
を
「
申
請
手
数
料
」
に

「
当
該
建
築
物
又
は
建
築

、

設
備
若
し
く
は
工
作
物
」
を
「
滅
失
等
建
築
物
、
滅
失
等
建
築
設
備
又
は
滅
失
等
工
作
物
」
に

「
手

、

数
料
以
外
」
を
「
申
請
手
数
料
以
外
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
手
数
料
の
減
額
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
減
額
又

は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
手
数
料
減
免
申
請
書

（
様
式
第
四
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

手
数
料
の
免
除
を
受
け
た
者
が
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
免
除
を
受
け
た
申
請
手
数
料
以
外
の
申

請
手
数
料
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
知
事
が
公
益
上
特
に
必
要
が
あ
り
、
若
し
く
は
災

害
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

「

（

）

」

第
十
一
条
第
一
項
中

道
路
の
位
置
の
指
定

指
定
変
更
・
指
定
廃
止

区
域
内
の
権
利
者
の
一
覧

を
「
道
路
の
位
置
の
指
定
（
指
定
変
更
・
指
定
廃
止
）
区
域
内
の
権
利
者
及
び
管
理
者
の
一
覧
」
に
、

「
及
び
承
諾
書
」
を
「
、
権
利
者
の
承
諾
書
」
に

「
そ
の
他
」
を
「
及
び
管
理
者
の
承
諾
書
（
様
式

、

第
九
号
の
二
）
そ
の
他
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
承
諾
書
」
を
「
権
利
者
の
承
諾
書
及
び
管
理
者

の
承
諾
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
の
申
請
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
申
請
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、

「
若
し
く
は
第
五
項
」
を
「
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
様
式
第
十
一

号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
三

条
第
二
項
第
一
号
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第

五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
を
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「
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
に

「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様

、

式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
認
定
に

係
る
道
が
省
令
第
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
申
請
し

よ
う
と
す
る
者
に
限
る

）
に
あ
つ
て
は
、
敷
地
等
と
道
路
と
の
関
係
に
お
け
る
特
例
認
定
に
係

。

る
道
に
関
す
る
権
利
者
及
び
管
理
者
の
一
覧
（
様
式
第
十
号
の
二

、
権
利
者
の
承
諾
書
（
様
式

）

第
十
号
の
三
）
及
び
管
理
者
の
承
諾
書
（
様
式
第
十
一
号
）

「

確
認

申
請

手
数

料

中
間

検
査

申
請

手
数

料

完
了

検
査

申
請

手
数

料

様
式
第
四
号
中

を

許
可

申
請

手
数

料
減

免
申

請
書

認
定

申
請

手
数

料

承
認

申
請

手
数

料

」

認
定

の
取

消
し

申
請

手
数

料

「

」
に
、

手
数

料
減

免
申

請
書

「

「

確
認

申
請

手
数

料
岡

山
県

土
木

第
号

関
係

関
係

手
数

料

徴
収

条
例

中
間

検
査

申
請

手
数

料
平

成
年

（

1
2

第
号

関
係

岡
山

県
条

例

第
号

第
5
3

）

完
了

検
査

申
請

手
数

料
２

条
第

１
項

第
号

関
係

許
可

申
請

手
数

料

を

に
改
め
、
同
様
式

第
号

関
係

（注）
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認
定

申
請

手
数

料
第

号
関

係

承
認

申
請

手
数

料
第

号
関

係

認
定

の
取

消
し

申
請

手
数

料
第

号
関

係
」

」

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

記
入

し
な

い
で

記
入

し
な

い
で

、
，

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成３０年１２月２８日　岡山県公報　号外



（第11条関係）様式第８号

道路の位置の指定（指定変更・指定廃止）区域内の権利者及び管理者の一覧

１ 権利者の一覧

物件の 権利の 承諾書との
所在・地番 地目 権利者の氏名 摘要

種 別 種 類 対 照 番 号

（注）１ 権利者とは，指定を受けようとする道の敷地となる土地の所有者及

びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を

有する者をいいます。

２ 申請者が権利者である場合は，申請者も含めて記入してください。

３ 物件の種別の欄は，土地，建物等の別を記入してください。

４ 地目の欄は，田，畑，宅地，山林等の別を記入してください。

５ 権利の種類の欄は，所有権，地上権，抵当権等の別を記入してくだ

さい。

６ 同一物件に権利者が２人以上いる場合は，摘要の欄にその旨を記入

してください。

２ 管理者の一覧

管理者の氏名 管理する道の地名地番，区間等 承諾書との対照番号

（注）１ 管理者とは，指定を受けようとする道を建築基準法施行令（昭和25

年政令第338号）第144条の４第１項及び第２項に規定する基準に適合

するように管理する者をいいます。

２ 申請者が管理者である場合は，申請者も含めて記入してください。
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に
改
め
、
同
様
式

５
中
「

」

あ
る

」

を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

い
る

摘
要

欄
摘

要
の

欄

、

（注）
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（第11条関係）様式第９号の２

管理者の承諾書

年 月 日

築造主住所

氏名 様

管理者住所

氏名 ㊞

あなたが建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定によ

る道路の位置の指定（指定の変更・指定の廃止）の申請を行うことについて，

承諾します。

なお，あなたが申請を行う道が岡山県知事から道路の位置の指定（指定の変

更）を受けた場合は，指定（指定の変更）を受けたときの道路の形状及び構造

を維持し，建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第144条の４第１項及び

第２項に規定する基準に適合するように適切に管理します。

また，道路の位置の指定（指定の変更）を受けた後に，管理者を変更しよう

とするときは，新たな管理者に対し本書の内容を十分に説明し，当該道路の管

理を承継したことが分かる書面を２通作成し，当事者記名押印の上，各自１通

を保有することとします。

１ 申請に係る (1) 地名地番

道

(2) 幅員（道 ｍ ｍ ｍ

路敷幅員） （ ｍ） （ ｍ） （ ｍ）

(3) 延長 ｍ ｍ ｍ

(4) 総延長 ｍ

２ 管理する道の地名地番，区 一覧との

間等 対照番号

（注）管理者の印鑑登録証明書を添付してください。
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（第12条の２関係）様式第10号の２

敷地等と道路との関係における特例認定に係る道に関する

権利者及び管理者の一覧

１ 権利者の一覧

物件の 権利の 承諾書との
所在・地番 地目 権利者の氏名 摘要

種 別 種 類 対 照 番 号

（注）１ 権利者とは，敷地等と道路との関係における特例認定に係る道の敷

地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者をいいま

す。

２ 申請者が権利者である場合は，申請者も含めて記入してください。

３ 物件の種別の欄は，土地，建物等の別を記入してください。

４ 地目の欄は，田，畑，宅地，山林等の別を記入してください。

５ 権利の種類の欄は，所有権，地上権，抵当権等の別を記入してくだ

さい。

６ 同一物件に権利者が２人以上いる場合は，摘要の欄にその旨を記入

してください。

２ 管理者の一覧

管理者の氏名 管理する道の地名地番，区間等 承諾書との対照番号

（注）１ 管理者とは，敷地等と道路との関係における特例認定に係る道を建

築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の３第１項第２

号及び同条第２項において準用する建築基準法施行令（昭和25年政令

第338号）第144条の４第２項に規定する基準に適合するように管理す

る者をいいます。

２ 申請者が管理者である場合は，申請者も含めて記入してください。
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（第12条の２関係）様式第10号の３

権利者の承諾書

年 月 日

申請者住所

氏名 様

権利者住所

氏名 ㊞

あなたその他の関係者が，あなたが申請を行う建築基準法（昭和25年法律第

201号）第43条第２項第１号の規定による認定に係る道を将来にわたつて通行

することについて，承諾します。

物件の 一覧との
所在・地番 地目 権利の種類 摘要 対照番号種 別

（注）１ 権利者の印鑑登録証明書を添付してください。

２ 物件の種別の欄は，土地，建物等の別を記入してください。

３ 地目の欄は，田，畑，宅地，山林等の別を記入してください。

４ 権利の種類の欄は，所有権，地上権，抵当権等の別を記入してくださ

い。

５ 同一物件に権利者が２人以上いる場合は，摘要の欄にその旨を記入し

てください。
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（第12条の２関係）様式第11号

管理者の承諾書

年 月 日

申請者住所

氏名 様

管理者住所

氏名 ㊞

あなたその他の関係者が，あなたが申請を行う建築基準法（昭和25年法律第

201号）第43条第２項第１号の規定による認定に係る道を将来にわたつて通行

することについて，承諾します。

なお，あなたが申請を行う建築物が岡山県知事から認定を受けた場合は，認

定に係る道の形状及び構造を維持し，建築基準法施行規則（昭和25年建設省令

第40号）第10条の３第１項第２号及び同条第２項において準用する建築基準法

施行令（昭和25年政令第338号）第144条の４第２項に規定する基準に適合する

ように適切に管理します。

また，認定を受けた後に，管理者を変更しようとするときは，新たな管理者

に対し本書の内容を十分に説明し，当該道の管理を承継したことが分かる書面

を２通作成し，当事者記名押印の上，各自１通を保有することとします。

１ 認定に係る (1) 地名地番

道

(2) 幅員（道 ｍ ｍ ｍ

路敷幅員） （ ｍ） （ ｍ） （ ｍ）

(3) 延長 ｍ ｍ ｍ

(4) 総延長 ｍ

２ 管理する道の地名地番，区 一覧との

間等 対照番号

（注）管理者の印鑑登録証明書を添付してください。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
五
十
号

岡
山
県
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金
制
度
運
営
要
綱
（
昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

別
表
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

こ
の
表
の
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
債
務
保
証
（
当
該
保
証
が
法
人
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
つ
て
、
債
務
の
全
て
が
保
証
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
限
る

）
が
あ
る
場

。

合
に
お
け
る
一
年
当
た
り
の
利
率
は
、
貸
付
条
件
の
欄
に
定
め
る
利
率
か
ら
〇
・
四
％
を
減

じ
た
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県

木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金
制
度
運
営
要
綱
の
規
定
は
、
同
日
以
後
の
新
た
な
資
金
の
貸
付
け
か

ら
適
用
す
る
。

（
手
形
の
書
換
え
の
取
扱
い
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
手
形
貸
付
け
の
方
法
に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
た
資
金
に
つ
い
て
、
同

日
以
後
に
手
形
の
書
換
え
を
行
う
と
き
は
、
当
該
書
換
え
を
も
っ
て
前
項
の
新
た
な
資
金
の
貸
付
け

と
み
な
す
。
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